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沖縄県生産性向上・職場環境整備等支援事業事務局業務委託事業 企画提案公募要領 

１．趣旨・目的 

本事業は、対象施設において限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備を促し業

務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とした補助金の交付にあたる

業務を委託する者を選定するために、企画提案を募集する。 

 

２．業務委託の内容 

（１）委託業務名：沖縄県生産性向上・職場環境整備等支援事業事務局業務委託事業 

（２）事業期間：契約締結の日から令和８年２月 27 日（金）まで 

（３）内容：厚生労働省が実施する「令和７年度（令和６年度からの繰越分医療施設等経

営強化緊急支援事業生産性向上・職場環境整備等支援事業」に基づき、生産性向上に資す

る設備導入等の取組を進める病院、有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯

科）及び訪問看護ステーション（以下「医療機関等」という。）に対し、緊急的に補助金

を支給するに当たり、事業の周知、問い合わせ対応、審査等の業務全般を委託し、補助金

の支給に係る事務処理を迅速かつ的確に実施することを目的とする。 

 

３．応募資格 

次の要件を全て満たす法人、又は複数の法人からなる共同事業体とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第１項の規定に該当し

ない者であること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 

号）に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

（３）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団もしくは暴力団員の統制の下

にある法人ではないこと。 

（４）県税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（５）沖縄県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札への参加停止の処分を受けていな

いこと。 

（６）社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者につい

ては、これらに加入していること。 

（７）雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 

（８）労働関係法令を遵守していること。 

（９）沖縄県内に本店又は支店を有する法人であり、業務進捗状況や業務内容等に関する

打ち合わせに円滑に対応できる体制を有する者であること。 
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（10）共同事業体で実施する場合は以下の要件を満たすこと。 

共同事業体を代表する法人が応募を行うこと。 

共同事業体を構成する全ての法人において、事業を円滑に推進する能力を有する 1 名

以上の主たる担当者を割り当てること。 

全ての構成員が上記の応募資格（１）から（８）までの要件を満たし、代表する法人が

上記の応募資格（９）から（10）までの要件を満たすこと。 

なお、共同事業体の構成員は、当事業に応募する他の共同事業体の構成員となることは

できない。 

 

４．委託料の上限額 

委託料の上限額は、物価高騰対策を目的として補助金の交付にあたる業務 

30,253,000 円（消費税及び地方消費税(10%)を含む）とする。 

ただし、この金額は企画提案のために設定したものであり、必ずしも契約金額とはならな

い。 

また、本事業の対象とする経費は、事業の執行に直接必要な経費及び事業成果のとりまと

めに必要な経費であり、主な対象経費は別紙「経費区分一覧」のとおりである。 

 

５．スケジュール 

（１）企画提案公募に係る質問受付期限    令和７年６月 30日 （月） 

（２）企画提案書提出期限          令和７年７月４日 （金） 

（３）一次審査（書面審査）結果通知予定   令和７年７月８日 （火） 

（４）二次審査（プロポーザル審査）実施予定 令和７年７月 11日 （金）13:30 開始予定 

 

６．企画提案書等の提出 

（１）企画提案にあたっては、以下の書類を作成し提出すること。 

ア 企画提案応募申請書【様式 1】 

イ 企画提案書【様式 2】 A4 サイズ 15 枚以内に収めること（既存資料を提出する場

合は様式 2に「別添〇〇を参照」と記入し資料と合わせて提出すること）。 

事務局設置の時期、受付開始時期等は県と受託者が協議のうえ決定する。以下の２点

については企画提案書に明記すること。 

（ア）事務局運営方法について 

本事業は、医療施設等に対し緊急的に補助金を支給するものである。別添「沖縄県

生産性向上・職場環境整備等支援事業事務局業務委託事業仕様書」中の「５．委託業
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務の内容」について、合理的かつ速やかに事業を実施する方策について提案するこ

と。また、事務局設置の設置時期、電話受付の開始時期等を明確にすること。 

（イ）対象施設の申請率及び給付率を上げる方策 

 「沖縄県生産性向上・職場環境整備等支援事業事務局業務委託事業仕様書」中

「５．委託業務の内容」、「(4)対象者への通知等」に記載されている方法のほか、申

請率等の向上に資する方策があれば提案すること。 

ウ 会社概要書【様式 3】 ※パンフレット等があれば添付すること。 

エ 積算書【様式 4】 

オ 事業計画【様式 5】 

カ 執行体制【様式 6】 

キ 実績書【様式 7】 

 契約手続時には、当該事業の証拠書類（契約書等）の提出すること。 

ク 誓約書【様式 8】 

契約手続時には、以下の書類を提出すること。 

（ア）沖縄県の納税証明書（ 「滞納がないこと」）※県税事務所で取得すること。 

（イ）申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し 

（ウ）申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し 

ケ 共同事業体協定書（※共同事業体のみ） 

※共同事業体の場合、「③会社概要書」「⑧誓約書」については、構成員毎に作成し、提

出すること。 

（２）提出方法 

 企画提案書等の提出は、以下のとおり書類を郵送又は持参することにより受け付ける。た

だし、郵送の場合は書留郵便等、記録が残る方法で行うものとし、提出期限内に到着するよ

う送付すること。 

ア 提出期限：令和７年７月 11 日（金） 16：00 必着 

イ 提出場所：〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

ウ 沖縄県保健医療介護部医療政策課 企画班（県庁４階） 

提出部数：（１）で示した書類を紙で５部提出すること（正 1 部、コピー4部） 

 

７．質疑応答 

質問は、質問書【様式９】によりメールにて受け付ける。（電話は不可） 

（１）質問書送付先 

沖縄県保健医療介護部 医療政策課 担当 宛 

件名：「 【質問書送付】生産性向上事務局業務委託事業について」 
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E-mail（代表）: aa090603@pref.okinawa.lg.jp 

（２）回答方法：質問事項に対する回答は、医療政策課ホームページに随時掲載する。 

（３）受付期間：令和７年６月 30日（月）まで 

８．企画提案の審査 

（１）一次審査（書面審査） 

沖縄県保健医療介護部医療政策課において審査を行い、主に応募資格等の確認を行う。

ただし、応募者が多数の場合は、一次審査において数社を選定する可能性がある。選定さ

れた提案者に対しては、結果及び二次審査の実施日時等を通知し、選定されなかった提案

者に対しては、結果のみを通知する。 

なお、通知は電子メール及び郵送で行う。 

（２）二次審査（プレゼンテーションもしくは書面審査） 

沖縄県に設置する選定委員会において、提案内容等について、審査基準に沿って審査を

行い、最も優れた提案者を選定する（※詳細については、一次審査後に通知する）。 

 

９．審査基準 

選定委員会においては、主に以下の事項等について審査を行う。 

（１）適合性：事業の趣旨と企画提案の内容が合致していること。 

（２）具体性：仕様書に基づき、本事業を効果的に実施するための企画内容や業務実施の

手法が明確で具体的であること。 

（３）実現性：企画提案の内容や事業実施の方法が妥当であり、本事業で目指す成果が期

待できるか。また、企画内容を実施していくためのノウハウ、組織体制、財政基盤など必

要な業務遂行能力が備わっていること。 

（４）妥当性：企画内容・業務内容を遂行するにあたり、妥当な積算となっていること。 

（５）実 績：本事業を遂行するにあたり、十分な実績及び成果があるか。 

 

10．委託契約 

最も優れた企画を提案した者を第一位入選者とする。沖縄県は、原則として第一位入選者

と委託内容について協議を行い、委託契約を行う。 

ただし、第一位入選者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合には、

次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約を行うものとする。 

 

11．その他 

（１）書類提出等にあたり使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 
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（２）今回の公募は委託契約候補者を選定するものであり、契約締結を保証するものでは

ない。 

（３）本仕様書は、今回の公募のために設定したものであり、実際の委託契約における仕

様書と異なる場合がある。 

（４）事業の実施にあたっては、県と随時実施内容を協議しながら進めていくものとし、

提案内容全ての実施を保証するものではない。 

（５）当該提案に関する経費（参加申込書及び企画提案書の作成や提出に係る経費、プレ

ゼンテーションへの出席に係る経費等）は提案者の負担とし、提出物は返却しない。 

（６）1 事業者（又は 1 共同事業体）につき、企画提案は 1 件とする。 

（７）提出された企画提案書・審査内容・審査経過については公表しない。 

（８）業務委託の実施により取得した著作権等については、沖縄県に帰属する。 

（９）支払いについては原則精算払いとする。ただし、特に必要と認められる場合は、一

定の金額を概算払いすることができる。 

（10）当該提案に係る提出書類に虚偽の内容を記載した場合、事実と異なる内容を記載し

た場合は、選定の取消、委託契約の破棄、委託費の返還等の措置をとることがある。 

（11）契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を納付しなけれ

ばならない。 

ただし、沖縄県財務規則第101 条第２の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の

全部又は一部の納付を免除することができる。 
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別紙 経費区分一覧 

ア 本事業による財産の取得を認めない。原則、本事業に要する備品（消耗品を除く）、リ

ース等で用意すること。備品を購入した場合は、事業終了後に県に当該備品を引き渡すこ

と。 

イ 直接経費として計上できない経費 

(ア)建物等施設に関する経費 

(イ)事業実施中に発生した事故・災害の処理のため経費 

(ウ)その他事業に関係の無い経費 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

（正規雇用者と同等以上または一定の経験がある者を臨時雇用する場合

は人件費に計上し、事業に必要な業務補助を行う補助員（アルバイト

等）の賃金は事業費に計上すること。） 

Ⅱ．事業費  

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

消耗品 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（ただし、

当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費 

印刷製本費 事業で使用するコピー代、パンフレット・リーフレット等の印刷製本に

関する経費 

広告費 新聞、雑誌、テレビ等の広告に関する経費 

通信運搬費 郵送、運送、通信等に関する経費 

使用料及び賃借料 事業を行うために必要な機器類、パソコン等のリース・レンタル、活動

拠点の施設利用料（敷金、礼金含む）、システム使用料に要する経費 

その他必要経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されること

が特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 

Ⅲ．再委託費 県との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他社に行わせる（委

任または準委任する）ための必要な経費 

Ⅳ．一般管理費 委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費とし

ての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づい

て一定割合の支払を認められた間接経費（（Ⅰ＋Ⅱ-Ⅲ）×10/100以内で

計上する（小数点以下切り捨て）。） 

Ⅴ．消費税 （Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）×10/100 


